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指 名 停 止 措 置 状 況 書 

指名停止措置の概要 
 

1 指名停止措置業者： 住    所  大阪府大阪市中央区城見２－１－６１ 
          商号又は名称  パナソニックＥＷエンジニアリング株式会社 

 
2 指名停止の期間：  

 令和７年３月２１日から令和７年４月２０日まで（１ヶ月間） 
 
 
3 事実概要： 
  当該業者は、近畿地方整備局より令和７年１月３１日付けで建設業法第２８条１項の規定に基づ

く指示処分及び同法第２８条第３項の規定に基づく営業の停止命令を受けた（営業停止期間：令和

７年２月１５日から令和７年３月８日までの２２日間）ことにより、３月２１日（金）に福岡県庁に

て指名停止が公表された。 
 
 
4 指名停止の理由： 

行橋市指名停止等措置要綱第３条（指名停止）第１項の別表第２（不正又は不誠実な行為）の１

２の項に該当する。 
従って、本件については、指名停止１ヶ月間とする。 
 
 

【指名停止等措置要綱 別表第２（不正又は不誠実な行為）の１２の項該当】 
措  置  要  件 期  間 

１２ 別表第１及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関して不

正又は不誠実な行為をし、市発注業務に係る契約の相手方とし

て不適当であると認められるとき。 

当該認定をした日から 
１月以上９月以内 

 

 


